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１ 京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業の主旨     

 ⑴ 京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業 

   京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業（以下「ＣＦ支援事業」という。）は、

京町家の再生・活用を通じた、京都らしいまちづくりの推進と、民間からの資金を導入する

ことによる、幅広い担い手による京町家の再生・活用の推進を目的とし、インターネットを

経由して事業の目的に賛同した投資家をはじめとする不特定多数の方から資金の提供を受け

るクラウドファンディングの仕組みを利用して京町家を改修し、まちなみ景観の保全をはじ

め、「京都らしいまちづくり」に資する事業に対して、クラウドファンディングに必要な初期

費用の負担及び投資による支援を行うものです。 

 

 ⑵ 事業スキームの概要 

ア ＣＦ支援事業は、京町家を改修、活用して事業を実施するに当たり、投資型クラウドファ

ンディングの仕組みを利用して改修費用を調達する事業者（以下「京町家活用事業者」と

いう。）に対し、資金面での支援を行うものです。 

イ 公益財団法人京都市景観まちづくりセンター（以下「当財団」という。）に「京町家ま

ちづくりクラウドファンディング支援基金（以下「基金」という。）」を設立し、京町家

活用事業者に対し、クラウドファンディングに必要な初期費用を負担するほか、募集目標

額まで投資が集まらなかった場合に、その過半が集まっていれば残額を当財団が基金から

投資を行います。 

    当財団からの投資は京町家活用事業者が利用したクラウドファンディングを通じて行い

ますが、その際、当財団は他の投資家と同様に、クラウドファンディングの運用による分

配金を受け取ります。 

ウ 第１回京町家クラウドファンディング支援事業におけるクラウドファンディングの運営

については、公募により選定、委託した指定事業者であるミュージックセキュリティーズ

株式会社（以下「指定事業者」という。）が担います。    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  第二種金融商品取引業者とは、匿名組合契約などの有価証券を取り扱う行為等を業として行うことがで

きる者として、金融商品取引法に基づき第二種金融商品取引業の登録を受けている者をいう。 
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２ 募集内容                           

 ⑴ 対象事業 

   支援の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たすもので、クラウドファンディングの

募集額の全額を京町家改修工事の費用に充てるもの 

ア 京町家の要件 

  (ア) 昭和２５年１１月２２日以前に伝統構法で建築されたもの 

  (イ) 道に面し、かつ連担し建築されているもの（過去に連担していたもの及び塀等の連担

も含む。） 

  (ウ) 平入・切妻等の大屋根がかけられているもの（角地等の特別な場合を除く。） 

  (エ) 基本的な構造部の改変が無く、伝統的な外観意匠や空間構成の再生が可能なもの 

  (オ) 事前協議申請時に居住者又は利用者のいない建築物であるもの 

イ 改修工事の要件 

   (ア) 構造部に腐朽・破損等がある場合、その健全化を図るもの 

   (イ) 基本的な構造部の改変が無く、伝統的な外観意匠や空間構成の再生が可能なもの 

 (ウ) 建物所有者の同意を得ているもの 

 (エ)  クラウドファンディングによる投資の募集開始以後に着工する改修工事であるもの 

ウ 実施する事業内容の要件 

   (ア) 「京都らしいまちづくり」に継続的に資するもの（地域の景観形成に寄与するもの、

地域住民に開かれたもの、地域の賑わいや連携に資するもの、くらしの文化の継承等に

資するものなど） 

  (イ) 事業に関わる各種法令・条例等に適合するもの 

  (ウ) 建物所有者の同意を得ているもの 

  (エ) 地域への事前説明を行い、理解を得られたと認められるもの 

   (オ) その他ＣＦ支援事業の対象としてふさわしいもの 

エ 利用するクラウドファンディングの要件 

   (ア) 投資型クラウドファンディングで、選定後６箇月以内に投資の募集を開始するもの 

 

 ⑵ 対象者 

   京町家活用事業者で、以下の全ての要件を満たす者とします。 

ア 法令上、匿名組合契約の営業者となることができない者（特定非営利活動法人、公益社

団法人等）でないこと 

  イ 代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。 

ウ 代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容疑があっ

たとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過

しない者でないこと。 

エ 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８

条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年

を経過しない者でないこと。 
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オ 次に掲げる団体でないこと 

   (ア) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。） 

   (イ) 代表者又は役員が暴力団員である団体 

   (ウ) 団体の経営に暴力団員が実質的に関与している団体 

   (エ) その他申請者としてふさわしくない団体 

 

３ 支援内容                           

  クラウドファンディングに必要な初期費用の負担（以下「初期費用負担」という。）と、クラ

ウドファンディングを通じた投資（以下「支援投資」という。）を行います。 

 ⑴ 支援対象事業件数 

   ５事業（予定） 

 

 ⑵ 初期費用負担 

  ア 初期費用の対象となる業務 

    ファンドの組成時に指定事業者が行う業務のうち、以下の業務に要する費用について、

京町家活用事業者が指定事業者に支払った初期費用に相当する額を、当財団が京町家活用

事業者に対して助成します。 

① 投資対象事業としての適格性、適正性を専門的な見地から評価し、必要に応

じて事業計画の改善支援をする業務 

② 京町家活用事業の匿名組合契約、投資、分配の仲介等、投資型クラウドファ

ンディングの適切なファンド組成･運営に必要な業務 

③ 全国から投資を募るための効果的な事業ＰＲ、広報宣伝業務 

    ※ 上記業務に必要な費用は概ね１００万円（税込）となります。 

    ※ 上記業務のほか、指定事業者が別途用意するオプション業務を利用する場合の費用

は、京町家活用事業者による負担となります。 

  イ 初期費用負担額 

    初期費用の対象となる業務にかかった費用として京町家活用事業者が指定事業者に支

払った額、かつ上限１００万円（税込）です。 

  ウ 初期費用負担の時期 

クラウドファンディングを利用し、ファンドによる投資の募集が始まった後、指定事業

者から京町家活用事業者へ初期費用の請求があります。京町家活用事業者には、初期費用

を指定事業者に支払った上で、指定事業者の請求書と領収書を添えて初期費用負担の申請

を行って頂きます。申請を確認後、当財団より京町家活用事業者に初期費用負担額をお支

払いします。 
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 ⑶ 支援投資 

   クラウドファンディングの募集期間中に投資家等から募集目標額満額の資金を調達できな

かった場合、当財団からクラウドファンディングを通じて投資を行います。ただし、京町家

活用希望者がクラウドファンディングの仕組みで、募集目標額の２分の１以上の資金を投資

家等から集めることが要件となります。 

   なお、クラウドファンディングで集める投資の費用の使途は、全て京町家の改修費用に充

てることとします（什器の購入や人件費等、事業の実施に要する費用は対象外です。）。 

  ア 支援投資額 

    クラウドファンディングの募集期間終了時までに集まった金額と募集目標額の差額、か

つ上限３００万円です。 

  イ 支援投資の時期 

    クラウドファンディングの募集期間終了後、募集目標額の２分の１以上を集めた場合、

支援投資の申請を行って頂きます。支援投資は指定事業者の仲介により当財団と京町家活

用事業者が締結する匿名組合契約に基づいて行います。 

 

 ⑷ ファンド運用期間中の京町家活用事業者の経費負担 

   クラウドファンディングの利用に係る初期費用については、当財団が助成しますが、ファ

ンド運用期間中に要する経費（ランニングコスト）については、京町家活用事業者の負担に

なります。概ね以下の経費が必要となりますが、詳しくは指定事業者にご確認ください。 

 

費用項目 金額（税込） 

ファンドの運営経費 資金調達額の２％／年 

事業の監査経費 １０８千円／年 
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４ 手続きの流れ                                  

手続きの流れ（選定前） 

 

4月 18日（月） 

から 

5月 31日（火）

午後 5時まで 

事前協議の申出 

（予約制） 

事前に日時を予約の上、事前協議の申出に必要な書類

一式を、当財団窓口へ持参してください。 

この期間に申出がない場合、事前協議をはじめとする

その後の手続きに進めません。 

↓  

 

申出内容の確認 

（予約制） 

当財団窓口で申出内容の確認を行います。申出内容の

確認が終了しましたら、事業要件等確認書を交付しま

す。交付を受けたら、事前協議申請の準備をして頂きま

す。申出を受けた内容については、当財団から指定事業

者に連絡し、共有します。 

事業要件等確認書の交付を受けていないと、次の事前

協議申請に進めませんのでご注意ください。 

↓  

4月 25日（月） 

から 

6月 6日（月）

午後 5時まで 

事前協議の申請 

（予約制） 

事前に日時を予約の上、事前協議の申請に必要な書類

一式を、当財団窓口へ持参してください。 

この期間に申請がない場合、事業選定の申請を行うこ

とはできません。 

  

 
事前協議 

（予約制） 

現地調査の日時を予約の上、申請者の立ち会いのも

と、当財団の担当者が現地調査を行います。その後、事

前に日時を予約の上、事前協議に必要な書類をもとに、

京町家の改修工事の内容・事業の内容について、申請者

と協議を行います。 

 
指定事業者による 

事前審査（予約制） 

事前協議の申請を受けた内容について、当財団から指

定事業者に連絡します。 

当財団との事前協議と並行して、指定事業者によるク

ラウドファンディングの利用に向けた事前審査を受け

て頂きます。詳しくは指定事業者から連絡致します。 

↓  

 事前協議の終了の通知 

当財団との事前協議と指定事業者による事前審査の

結果、事業選定の申請に進むことが適当であると認めら

れたものに対して事前協議終了通知書を交付します。 

事前協議終了通知書がなければ事業選定の申請はで

きません。 
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↓  

7月 4日（月） 

午後 5時まで 

事業選定の申請 

（予約制） 

事前に日時を予約の上、事業選定の申請に必要な書類

一式を、当財団窓口へ持参して下さい。 

↓  

7月上旬 現地視察 

事前に日時を調整の上、申請者、設計者及び施工者の

立ち会いのもと、京町家まちづくりクラウドファンディ

ング委員会の委員による現地視察を行います。 

↓  

7月中旬～ 

下旬頃 

京町家まちづくり 

クラウドファンディング 

委員会 

事業の要件への適合性を審査し、京町家まちづくりク

ラウドファンディング支援事業の支援対象としてふさ

わしい事業を選定します。 

↓  

 事業選定結果の通知 事業選定申請者全員に文書で通知します。 

↓  

 
指定事業者による 

事業適正評価調査 

事業選定の通知を受けた京町家活用事業者には、クラ

ウドファンディングの利用に向けて、指定事業者による

投資対象事業としての適格性及び適正性に関する評価調

査（事業適正評価調査）を受けて頂きます。 

事業適正評価調査を受けるにあたっては、指定事業者

との間で業務委託契約の締結が必要になります。 

当財団による事業選定通知を受けた場合でも、指定事

業者による事業適正評価調査の結果、クラウドファン

ディングの利用を開始できない場合があることに留意し

てください（事業適正評価調査を通過しなかった場合、

初期費用は発生しません）。 

↓  

事業選定 

通知後 

６箇月以内 

クラウドファンディング 

利用開始 

指定事業者の事業適正評価調査を通過すれば、クラウ

ドファンディングの利用を開始できます。 

クラウドファンディングによる投資の募集は、事業選

定通知後６箇月以内に着手してください。 
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選定後の手続きの流れ  

【初期費用負担申請】  

クラウドファンディング 

利用開始 

指定事業者の運営するクラウドファンディングを利用

し、投資の募集を開始して頂きます。 

クラウドファンディングの利用が始まることにより、

初期費用が発生します。 

↓  

初期費用の支払い 
指定事業者から京町家活用事業者に初期費用が請求さ

れます。 

↓  

初期費用負担申請 

当財団に初期費用負担申請書を提出して頂きます。初

期費用負担申請には、指定事業者の請求書と領収書が必

要です。 

↓  

初期費用負担 

申請書類を確認し、当財団から初期費用負担決定通知

書を交付します。交付を受けたら、初期費用負担額交付

請求書及び振込依頼書を提出していただきます。 

 

【支援投資申請】 
 

クラウドファンディング 

募集期間終了 

クラウドファンディングの募集期間終了後、募集期間

内に集めた投資額が募集目標額の２分の１以上かつ目標

額未満の場合、当財団からの支援投資を申請することが

できます。 

↓  

支援投資申請 当財団に支援投資申請書を提出して頂きます。 

↓  

支援投資 

申請書類を確認し、当財団から支援投資決定通知書を

交付します。支援投資は、指定事業者の仲介により、他

の個人投資家と同様、匿名組合契約を当財団と京町家活

用事業者の間で締結し行います。 
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【工事完了報告】  

工事完了の報告 
京町家の改修が完了したら、工事完了報告書により当

財団に報告をしていただきます。 

↓  

完了検査（予約制） 

検査の日時を予約の上、京町家活用事業者、設計者及

び施工者の立ち会いのもと、当財団が完了検査を行いま

す。 

↓  

完了確認 

or 

是正措置 

完了検査で、事業選定申請の内容に適合し、工事が完

了していると認められたときは、工事完了確認通知書を

交付します。 

事業選定申請の内容と相違し、工事が完了していると

認められないときは、是正措置を命じます。是正措置に

応じられない場合、初期費用負担及び支援投資の決定を

取り消すこともあります。 

 

【事業の監査等】 
 

指定事業者による監査 

（毎年度） 

クラウドファンディングの運用期間中、毎年度、指定

事業者による、事業の進捗状況や売上、クラウドファン

ディングで募集した資金の使徒等についての監査を受

けていただきます。 

監査の内容や時期は京町家活用事業者と指定事業者の

間で取り決めます。監査費用は京町家活用事業者の負担

となります。 

↓  

監査結果の確認 

指定事業者による監査の結果は、当財団に報告されま

す。 

その他、必要に応じて、当財団も中間検査を実施する

場合があります。 

↓  

事業実績報告 

（クラウドファンディング運用終了時） 

クラウドファンディングの運用が終了したら、事業実

績報告書を提出していただきます。 
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５ 事前協議の申出（予約制）                        

⑴ 事前協議の申出 

申出の日時を予約の上、以下の必要書類一式を、 

平成２８年４月１８日（月）から５月３１日（火）午後５時までに、当財団窓口へ直接持

参してください。この期間に申出がない場合は、その後の手続きに進めません。 

（必要な書類） 

ア 事前協議申出書 ☆ 

※ ☆印の様式は当財団受付で配布しています。また、当財団ホームページからもダウ

ンロードできます。（以下同じ） 

イ 事業概要（建築計画及び事業計画の概要が分かるもの） 

ウ 建物現況概要（住宅地図・現況写真等） 

エ 委任状（代理人が申請する場合） ☆ 

オ その他、当財団の理事長が必要と認める書類 

 

⑵ 申出内容の確認 

当財団で申出内容の確認を行います。申出内容の確認が終了しましたら、事業要件等確認

書を交付します。交付を受けたら、事前協議申請の準備をして頂きます。 

 

６ 事前協議の申請（予約制）                        

⑴ 事前協議の申請 

申出の日時を予約の上、以下の必要書類一式を、 

平成２８年４月２５日（月）から６月６日（月）午後５時までに、当財団窓口へ直接持参

してください。この期間に申請がない場合は、事業選定の申請に進めません。 

（必要な書類） 

 ア 事前協議申請書 ☆ 

イ 京町家等の改修工事等に係る書類 

   (ア) 工事概要書 ☆ 

   (イ) 現況図（配置図、各階平面図、立面図（主要な道路等に面する立面）、付近見取 

図等） 

   (ウ) 改修計画図（配置図、各階平面図、工事部分の立面図）、その他（工事の内容・ 

仕様及び範囲が分かる図書等） 

   (エ) 構造改修計画図 

   (オ) 工事見積書（概算でも可） 

   (カ) 空き家であることを証する書類（ガスの閉栓証明書、前賃貸借契約書の写し等） 

   (キ) 建築時期を証する書類（閉鎖登記簿、家屋評価調書等） 
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  ウ 事業に係る書類 

   (ア) 京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業に係る事業計画書 ☆ 

   (イ) 過去３期分の決算書及び内訳書（連結決算をしている会社がある場合、該当する 

会社の直近の決算書） 

   (ウ) 直近月の試算表 

   (エ) 直近１年分の税務報告書（法人税、別表１、２、４、５、７、法人税概況説明書） 

   (オ) 申請者の概要・実績の分かる資料（パンフレット・説明資料など） 

   (カ) 代表者のプロフィール 

  エ 当財団が交付した事業要件等確認書の写し 

  オ その他、当財団の理事長が必要と認める書類等 

 

⑵ 事前協議の実施 

現地調査の日時を予約の上、申請者、設計者及び施工者の立ち会いのもと、当財団の担当

者が現地調査を行います。その後、協議の日時を予約の上、事前協議に必要な書類をもとに、

京町家の改修工事の内容・事業の内容について、申請者と協議を行います。 

 

⑶ 指定事業者による事前審査 

  事前協議の申請を受けた内容について、当財団から指定事業者に連絡します。 

当財団との事前協議と並行して、指定事業者によるクラウドファンディングの利用に向けた

事前審査を受けて頂きます。詳しくは指定事業者から連絡致します。 

 

 ⑷ 事前協議の終了 

平成２８年６月３０日（木）午後５時までに、事前協議を終了してください。 

当財団との事前協議と指定事業者による事前審査の結果、事業選定の申請に進むことが適

当であると認められたものに対して事前協議終了通知書を交付します。事前協議終了通知書

がなければ事業選定の申請はできません。 

 

７ 事業選定の申請（予約制）                                

申請の日時を予約の上、以下の必要書類一式を、 

平成２７年７月４日（月）午後５時までに、当財団窓口へ持参して下さい。 

（必要な書類） 

⑴ 事業選定申請書 ☆ 

⑵ 京町家等の改修工事等に係る書類 

ア 工事概要書 ☆ 

イ 現況図（配置図、各階平面図、立面図（主要な道路等に面する立面）、付近見取 

図等） 

ウ 改修計画図（配置図、各階平面図、工事部分の立面図）、その他（工事の内容・ 

仕様及び範囲が分かる図書等） 

エ 構造改修計画図 
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オ 工事見積書（概算でも可） 

カ 空き家であることを証する書類（ガスの閉栓証明書、前賃貸借契約書の写し等） 

キ 建築時期を証する書類（閉鎖登記簿、家屋評価調書等） 

ク 建物の所有権を確認できる書類（申請年度に発行された登記事項証明書等） 

 ⑶ 事業に係る書類 

ア 京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業に係る事業計画書 ☆ 

イ 過去３期分の決算書及び内訳書（連結決算をしている会社がある場合、該当する 

会社の直近の決算書） 

ウ 直近月の試算表 

エ 直近１年分の税務報告書（法人税、別表１、２、４、５、７、法人税概況説明書） 

オ 申請者の概要・実績の分かる資料（パンフレット・説明資料など） 

カ 代表者のプロフィール 

 ⑷ 指定事業者が発行する、組成を予定しているファンドの概要が分かる書類（ファンドの募

集・運用期間、募集額について明記されているもの） 

⑸ 承諾書 ☆ 

⑹ 建物所有者の同意書  ☆ 

⑺ 近隣住民の説明状況の概要が分かる書類 

⑻ 当財団が交付した事前協議終了通知書の写し 

⑼ その他、当財団の理事長が必要と認める書類等 

 

８ 選定方法等                          

⑴ 現地視察会 

日程調整の上、申請者、設計者及び施工者の立ち会いのもと、京町家まちづくりクラウド

ファンディング委員会の委員による現地視察を行います。 

 

⑵ 支援対象事業者の選定方法 

京町家まちづくりクラウドファンディング委員会において、支援の対象として選定すべき

事業者について審査します。 

 

⑶ 選定結果の通知等 

選定結果は、申請者全員に文書（事業選定結果通知書）にて通知します。 

なお、提出書類は選定されなかった場合でも返却いたしません。(当財団の個人情報保護規

程に基づき、取扱います。) 

 

９ 指定事業者による事業適正評価調査                         

事業選定の通知を受けた京町家活用事業者には、クラウドファンディングの利用に向けて、

指定事業者による投資対象事業としての適格性及び適正性に関する評価調査（事業適正評価調

査）を受けて頂きます。 
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事業適正評価調査を受けるにあたっては、指定事業者との間で業務委託契約の締結が必要に

なります。 

当財団による事業選定通知を受けた場合でも、指定事業者による事業適正評価調査の結果、

クラウドファンディングの利用を開始できない場合があることに留意してください。（事業適正

評価調査を通過しなかった場合、初期費用は発生しません）。 

 

１０ 初期費用負担の申請                                  

指定事業者の運営するクラウドファンディングを利用し投資の募集が始まった後、指定事業

者から京町家活用事業者に初期費用が請求されます。初期費用を支払った後、当財団に初期費

用負担の申請を行ってください。 

（必要な書類） 

⑴ 初期費用負担申請書 ☆ 

 ⑵ 指定事業者と締結した、初期費用に係る契約書の写し 

 ⑶ 指定事業者が発行した、選定された京町家活用事業の組成ファンド概要が分かる書類（ファ

ンドの組成期間、募集額について明記されているもの） 

 ⑷ 指定事業者が発行した、初期費用の請求書及び領収書の写し 

 ⑸ 事業選定結果通知書の写し 

 ⑹ その他、当財団の理事長が必要と認める書類 

 

１１ 支援投資の申請                                    

クラウドファンディングによる募集終了後、京町家活用事業者が、クラウドファンディング

の仕組みで、募集期間内に集めた投資額が募集目標額の２分の１以上目標額未満の場合、当財

団からの支援投資を申請することができます。 

支援投資は、指定事業者の仲介により、他の個人投資家と同様、匿名組合契約を当財団と京

町家活用事業者の間で締結し行います。 

（必要な書類） 

⑴ 支援投資申請書 ☆ 

 ⑵ 指定事業者が発行した、クラウドファンディングの投資募集結果を示す書類 

 ⑶ 事業選定結果通知書の写し 

 ⑷ その他、当財団の理事長が必要と認める書類 
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１２ 問合せ先                                       

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター 

京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業担当：吉田、上田、平山 

住所 

〒６００-８１２７  

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３-１（河原町五条下る東側）

「ひと・まち交流館 京都」地下１階 

電話番号 :０７５－３５４－８７０１  

ＦＡＸ番号:０７５－３５４－８７０４ 

メールアドレス:machi.info@hitomachi-kyoto.jp 

ホームページ: http://kyoto-machisen.jp/ 

開館時間 

午前９時～午後９時３０分 (月～土)  

午前９時～午後５時（日・祝） 

休館日：第３火曜日、年末年始（１２月２９日～１月４日） 

地図 

 

 

【指定事業者】 

ミュージックセキュリティーズ株式会社（西日本支社） 

京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業担当：杉山、山崎 

〒５３０-００１１  

大阪府大阪市北区大深町４番２０号  グランフロント大阪タワーＡ１３階 

電話番号 :０６－６４８５－７３９７  

ＦＡＸ番号:０６－６４８５－７２２５ 

メールアドレス:info_kinki@securite.jp 

ホームページ: http://www.musicsecurities.com/ 

 


